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１ 若狭湾プレミアムリゾート構想の概要  

福井県および敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町（以下、「若狭湾エ

リア」という。）は、若狭湾エリア全体のブランド力を引き上げるため、国内外から観光

客を誘客できるリゾートエリアの形成を目指し、「若狭湾プレミアムリゾート構想」（以

下、「本事業」という。）を連携して推進しています。 

本事業は県や市町などが保有・管理する土地（以下、「公募対象地」という。）に宿泊

施設などを整備・運営する投資計画を募集するものであり、民間事業者のアイデアやノ

ウハウを活かした魅力的な提案を求めるものです。 

提案される投資計画については、外国人観光客を含む富裕層の誘客や若者に魅力ある

新たな雇用機会の創出、地産地消による農林水産業の活性化など、若狭湾エリアの魅力

やブランド力の向上、経済活性化などが期待できるか審査し、提案された投資計画の事

業化を目指して優先的に協議・調整する民間事業者（以下、「優先交渉権者」という。）

を選定します。 

優先交渉権者は、県や公募対象地が所在する市町（以下、「所在市町」という。）等の

関係者と協議・調整が成立した場合、随意契約により公募対象地を使用できます。 

 

２ 提案を募集する公募対象地 

提案を募集する公募対象地は「公募対象地一覧（別表１）」のとおり。各公募対象地

の詳細については「物件調書および募集条件（別紙）」をご確認ください。 

 

３ 提案を募集する内容   

（1）提案を募集する事業 

提案を募集する事業（以下、「提案事業」という。）は次の全てに該当するものとしま

す。 

ア 国内外の所得の高い層を主なターゲットとして、若狭湾エリアの魅力やブランド

力の向上、経済活性化につながることが期待できる観光誘客施設を整備、運営す

る事業であり、観光誘客施設は下記（2）の要件を満たすものとします。 

イ 民間事業者が自らのアイデアやノウハウを活用し、自らが確実に実施できる事業。 

ウ 原則として県や所在市町に新たな財政負担が生じない提案。ただし、県や所在市

町が予算を措置すべきと判断した場合は、この限りではなく、提案にあたり補助

金等の必要な行政支援について記載することも可能とします。 

 

（2）提案を募集する観光誘客施設 

提案を募集する観光誘客施設は、次のいずれか、または複数に該当するものとし、い

ずれも所在市町にある既存の類似施設と競合しないものとします。詳細は「物件調書お

よび募集条件（別紙）」に記載する通りです。 

ア 客単価の高い宿泊施設の整備・運営 

（リゾートホテルや会員制ホテル、オーベルジュ、グランピング等） 

イ 客単価の高い飲食店の整備・運営（レストラン、カフェ等） 

ウ その他、集客力のある観光誘客施設の整備・運営 

 

（3）対象外とする提案  

公序良俗に反する事業を行うなど、本事業の趣旨にふさわしくないと判断した提案 

 

（4）留意事項  

ア 提案に当たっては、他者が保有する特許権や著作権等を侵害するものではない

ことを保証した上で提案してください。  

イ 所在市町や若狭湾エリアにおける雇用、地産地消などの経済効果が期待できる

アイデア、工夫を合わせて提案してください。雇用、地産地消は所在市町を優

先しますが、必要に応じて若狭湾エリアや県内全域など所在市町以外に拡大で

きるものとします。 
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ウ 公募対象地は、原則として貸付により使用できることとします。貸し付ける期

間は県、所在市町と優先交渉権者との協議により決定します。 

エ 公募対象地の貸付料は優先交渉権者と基本協定締結後、協議・調整の期間中に

算定します。様式第４号資金計画および収支計画の作成にあたっては、全ての

公募対象地において下記の額を年間の仮貸付料（㎡あたり）として使用してく

ださい。なお、敦賀市の「旧西浦小中学校グラウンド」「旧常宮小学校グラウ

ンド」については、それぞれの物件調書に記載する貸付価格を使用して様式４

号を作成してください。 

【 資金計画および収支計画作成用の仮貸付料 200円／年・㎡ 】 

※実際の貸付料（㎡あたり）は公募対象地によって異なります。 

※実際の貸付料（㎡あたり）と仮貸付料（㎡あたり）との乖離が公募対象地

によって大きく上下する場合があります。仮貸付料を本事業への提案可否

の判断材料としないで下さい。 

オ 土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事

業を終了する場合等は、原則として更地の状態にして返還してください。 

カ 優先交渉権者は、提案する施設および借り受ける土地の維持管理等に要する一

切の経費を負担して公募対象地を適切に管理してください。 

キ 提案する施設の整備や運営に必要な手続き、土地の造成など開発に関する手続

きを各種法令に基づき適切に行ってください。なお、当該手続きに必要な費用

は提案者において負担してください。 

ク その他、次の事項を確認の上、提案してください。  

・必要に応じ、追加書類の提出や質問への回答を求めることがあります。  

・受付期間終了後は、原則として提出された書類の再提出または差替えはで

きません。  

 

（5）公募対象地の詳細や募集条件、留意事項 

提案事業は、「物件調書および募集条件（別紙）」に記載の内容を踏まえて提案して

ください。 

 

４ 提案者の参加要件および資格要件  

   提案者は下記に該当する者とします。 

（1）参加要件  

ア 提案者は提案事業を実行できる意思と能力（ノウハウ、資金等）を有する法人

または複数の法人によって構成されるグループとします。 

イ グループで応募する場合は１者を代表者として選出した上で、グループを構成

する法人（以下、「グループ構成員」という。）の役割分担を明示してください。

また、グループで応募する場合は、代表者が諸手続を行ってください。  

ウ 提案者は県や所在市町等との協議、調整が可能な能力を有し、事業化に向けた

諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であることとします。  

 

（2）資格要件   

次の要件のいずれかに該当する者は提案者およびグループ構成員になることができ

ません。  

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）または破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続開始の申立て

をしている者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団または同条第６号に規定する暴力団員等のほか、

暴力団員等と社会的に非難される関係を有している者 
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エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている団体およびその構成員 

オ 国税、地方税の滞納をしている者 

カ 政治活動または宗教活動を主たる目的としている者 

キ その他、提案事業の実施主体として適当でないと県や所在市町が認める者 

 

５ 手続きの概要  

（1）応募から事業化までの流れ  

ア 応募申込および資格審査 

【①資格審査書類の提出】  

応募を希望する場合は、本要項５(2)に示す期日までに福井県嶺南振興局

嶺南プロジェクト推進室に資格審査書類を提出してください。 

【②資格審査】 

資格審査書類に基づき、福井県および所在市町が提案者の参加要件、資格

要件を確認します。審査の結果は本要項５(2)に示す期日までに参加資格通知

書により通知します。 

イ 提案事業の審査および優先交渉権者の選定  

【①提案審査書類の提出】 

参加資格通知書の受領後に、本要項５(2)に示す期日までに福井県嶺南振

興局嶺南プロジェクト推進室に提案審査書類を提出してください。 

【②提案審査】 

提出された提案審査書類に基づき、県や所在市町等で構成する「若狭湾プ

レミアムリゾート構想に係る民間提案選考委員会」（以下、「選考委員会」と

いう。）において提案事業を審査します。審査の結果、最も評価が高い提案

者を優先交渉権者として選定します。 

ウ 基本協定締結 

県および所在市町と優先交渉権者は基本協定を締結し、提案事業の事業化

を目指して協議・調整を行います。 

エ 協議・調整 

基本協定締結後、施設等の整備・運営に関することや事業スケジュール、

県産品の利用に関することや地元雇用に関すること、収支計画、資金調達、

土地を利用するにあたり必要な契約に関することなど、提案事業の事業化の

合意に必要な事項について、県、所在市町、優先交渉事業者が協議、調整し

ます。 

オ 実施計画書の承認 

協議・調整の内容等を踏まえ、優先交渉権者は施設等の整備・運営に関す

ることや事業スケジュール、県産品の利用に関することや地元雇用に関する

こと、収支計画、資金調達等について実施計画書を作成し、県および所在市

町の承認を受けてください。 

カ 実施協定締結 

実施計画書の承認をもって、実施計画書に記載された事業を優先交渉権者

が公募対象地において事業化することについて合意がなされたものとし、県

および所在市町と優先交渉権者は実施協定を締結します。 

キ 土地の貸付に関する手続き 

実施協定の締結後に、県または所在市町は随意契約により公募対象地を有

償で優先交渉権者に貸し付ける手続きを書面により行います。 

ク 事業の実施  

優先交渉権者は提案事業を実施します。  

 

なお、県や所在市町の議会への報告や議決等の必要が生じた場合、上記のスケジュー

ルを変更する場合があります。 
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【手続きの流れ】  

 
 

（2）スケジュール  

№ 項 目 期日等 

１ 募集の開始 令和７年１１月６日（木） 

２ 個別の現地調査の期間 令和７年１１月１７日（月）～令和８年２月２７日（金） 

３ 質問書の受付期間 令和７年１１月１０日（月）～令和８年２月２７日（金） 

４ 質問書の回答期間（随時） 令和７年１１月１７日（月）～令和８年３月６日（金） 

５ 資格審査書類の受付 令和８年２月２日（月）～令和８年２月２７日（金） 

６ 資格審査結果の通知期限 令和８年３月１３日（金） 

７ 提案審査書類の受付 令和８年３月１６日（月）～令和８年３月３１日（火） 

８ 提案審査結果の通知時期 令和８年５月下旬（予定） 
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６ 資格審査書類の提出 

（1）資格審査書類  

   提案者は、次の書類を電子メール等で提出してください。 

 

№ 名 称 備 考 

１ 申込書兼誓約書（様式第１号）  

２ グループ構成員報告書（様式第２号） グループで提案する場合のみ 

３ 法人登記簿謄本（写し可） 履歴事項全部証明書 

４ 定款等（写し可） 最新のもの 

５ 印鑑証明書（写し可） ３カ月以内に発行されたもの 

６ 納税証明書（写し可） 

国税（「法人税」、「消費税および地方消費

税」）および本店所在地の都道府県税に滞

納がない旨の証明書で３カ月以内に発行

されたもの 

 ※グループで提案する場合、３～６は構成員のものも提出してください。 

 ※必要に応じ、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

（2）提出方法  

ア 本要項１４(2)記載の宛先まで電子メールまたは郵送（一般書留または簡易書留）、

もしくは持参により提出してください。 

イ 持参の場合の受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時までとします。 

ウ 電子メールまたは郵送の場合は、発送後に福井県嶺南振興局嶺南プロジェクト推

進室へ電話で連絡してください。） 

 

（3）提出期間  

   令和８年２月２日（月）から令和８年２月２７日（金）まで  

    ※最終日は午後５時必着とします。 

    ※郵送の場合は、２月２０日（金）までに届くようにしてください。 
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７ 提案審査書類の提出 

（1）提案審査書類 

提案者は、次の書類を電子データ（CD・DVD・USB等）で提出してください。 

 

№ 名称 備考 

１ 
企画提案書 

（様式第３号） 
 

２ 
会社概要が分かる書類 

（任意様式） 
パンフレット等 

３ 
事業実績が分かる書類 

（任意様式） 

提案事業と類似する事業の実績があれ

ば、事業内容や規模等が分かる資料 

４ 
財務書類 

（任意様式） 

直近３カ年分の貸借対照表、損益計算書 

キャッシュフロー計算書 

 

５ 
実施体制図 

（任意様式） 

グループの場合は代表者と各構成員の役

割分担が明確に分かるように記載してく

ださい。 

６ 
事業スケジュール 

（任意様式） 

準備、施設の整備・運営、運営終了後の

解体等、公募対象地を使用する全期間に

ついて記載してください。 

７ 
土地利用計画が分かる書類 

（任意様式） 

公募対象地における施設の配置場所など

土地利用の全体イメージが分かる資料 

８ 
施設整備計画が分かる書類 

（任意様式） 

整備・運営する施設の平面図や立面図な

ど、規模感などが分かる資料 

９ 
資金計画および収支計画 

（様式第４号） 

公募対象地の貸付料を一律 200 円／年・

㎡で算定してください。 

（本要項３(4)エ参照） 

10 
提案プレゼンテーション動画 

※任意提出 

動画の時間は１０分以内 

形式は MP4または WMV 

11 
提案プレゼンテーションスライド 

※任意提出 
 

 ※グループで提案する場合、２～４は構成員のものも提出してください。 

 ※必要に応じ、追加書類の提出を求める場合があります。 
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（2）提出方法  

ア 本要項１４(2)記載の宛先まで電子データ（CD・DVD・USB 等）を持参または郵送

（一般書留または簡易書留）により提出してください。 

イ 持参の場合の受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時までとします。 

ウ 郵送の場合は、発送後に福井県嶺南振興局嶺南プロジェクト推進室へ電話で連絡

してください。） 

エ 必要がある場合は、福井県嶺南振興局嶺南プロジェクト推進室から紙書類の提出

をお願いすることがあります。 

 

（3）提出期間  

   令和８年３月１６日（月）から令和８年３月３１日（火）まで  

    ※最終日は午後５時必着とします。 

   ※郵送の場合は、３月２４日（火）までに届くようにしてください。 

 

８ 個別の現地調査  

・個別の現地調査を行うことができます。現地調査は必要に応じて県や所在市町が同行

します。 

・現地調査を希望する場合は、現地調査申込書（様式第５号）を電子メールで福井県嶺

南振興局嶺南プロジェクト推進室に提出してください。  

ア 提出先 

福井県嶺南振興局 嶺南プロジェクト推進室 

E-mail：wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp 

イ 受付期間  

令和７年１１月１０日（月）から令和８年２月２０日（金）まで  

ウ 実施期間  

令和７年１１月１７日（月）から令和８年２月２７日（金）まで（平日実施） 

 

９ 質問書の提出  

      本要項の記載内容に関することや提案事業の検討に必要な質問は、軽微な確認事項

を除き原則として質問書（様式第６号）に必要事項を記載し、福井県嶺南振興局嶺南

プロジェクト推進室に電子メールで提出してください。 

ア 提出先  

福井県嶺南振興局 嶺南プロジェクト推進室 

E-mail：wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp 

イ 受付期間 

令和７年１１月１０日（月）から令和８年２月２７日（金）まで  

ウ 回答期間  

令和７年１１月１７日（月）から令和８年３月６日（金）まで  

エ 回答方法  

質問書への回答は、質問受付後１週間程度を目途に質問者に対してメール回

答するとともに、原則として県および所在市町のホームページに掲載します。

ただし、質問者名は公表しません。なお、企業名が特定される質問やアイデア、

ノウハウの流出に該当する質問であると嶺南プロジェクト推進室が判断した場

合、質問内容と回答を非公開とする場合があります。 

 

１０ 提案に係る留意事項  

（1）費用負担  

提案に関する書類の作成および提出に係る費用は、全て提案者の負担とします。  

 

mailto:wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp
mailto:wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp
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（2）図面等の借用  

提案内容の検討に当たり、県や所在市町が保有する図面等を借用する場合は、図面

等借用書（様式第７号）を提出してください。  

 

（3）提案書類の取扱い・著作権等  

ア 提案書類の著作権は提案者に帰属します。  

イ 提案書類は、原則として返却しません。  

ウ 提案書類は、資格審査および提案審査以外で使用しません。また、第三者に

情報を漏らしません。  

エ 提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づ

いて保護される第三者の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法、

維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとします。  

 

（4）法令等の順守  

提案に当たっては、事前に提案者の責任において関係法令等を確認し、事業実施時

における法令適合のリスクは提案者に帰属するものとします。  

 

（5）失格事項 

提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

ア 提案書類に虚偽の記載があった場合 

イ 本要項４（2）に定める資格要件を満たさない場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ その他、福井県嶺南振興局嶺南プロジェクト推進室が定める手続きを遵守し

ない場合 

 

（6）その他 

各審査書類提出後に、資格審査への応募を辞退する場合は令和８年３月１３日（金）

までに、提案審査への応募を辞退する場合は、令和８年３月３１日（火）までに応募

辞退届（様式第８号）を提出してください。 

  

１１ 審査および優先交渉権者の選定 

（1）資格審査  

ア 資格審査書類の記載内容が、本要項３および４に定める要件等を満たしている

か審査します。  

イ 審査結果に対する異議は申し立てることができません。  

 

（2）提案審査  

ア 提案事業および提案者について、書面により選考委員会が総合的に審査します。

提案内容を補足するためにプレゼンテーション動画やプレゼンテーション資料

を任意提出できるものとします。なお、必要に応じて選考委員が直接質問を行

う面談の場を設ける場合があります。 

 

【プレゼンテーション動画の留意点】  

①動画の時間は１０分以内とし、ファイル形式は MP4または WMVとしてくださ

い。 

②提案書類の提出時に提案書類と同じ CD/DVD/USB などの記録媒体に格納し、

提出してください。 

 

イ 選考委員会は、別表２「評価基準」に沿って提案事業および提案者を審査しま

す。選考委員の平均得点において、１００点満点中６０点以上獲得し、かつ、

評価項目において著しく評価の低い項目がない提案を行ったもののうち、最も
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評価が高い提案事業の提案者を優先交渉権者として選定します。ただし、優先

交渉権者としての選定は、事業化を目指して協議・調整を行う相手方を選定す

るものであり、事業化を決定するものではありません。 

ウ 選考委員会による審査は非公開で行い、選考委員会の委員名等の個人を特定す

る情報は非公表とします。 

エ 提案審査書類は、福井県と秘密保持契約を締結する外部有識者等に対して共有

し、意見を求める場合があります。 

オ 提案審査書類の内容や提案事業について、必要に応じて提案者に追加書類の提

出や質問への回答を求めることがあります。 

 

（3）審査結果の通知・公表  

ア 資格審査、提案審査の結果は文書で通知します。  

イ 審査結果は、基本協定締結後に県および所在市町のホームページで公表します。  

ウ 公表する事項は、優先交渉権者として選定された者は名称と評価点数を公表し

ます。優先交渉権者として選定されなかった者は評価点数のみ公表します。 

エ 審査結果に対する異議を申し立てることはできません。  

 

１２ 事業化に向けた協議  

（1）基本協定の締結  

ア 優先交渉権者と県および所在市町は、提案事業の事業化を目指して協議・調整

を行うに当たり基本協定を締結します。  

イ 基本協定の締結式は記者発表を予定しています。 

ウ 基本協定の有効期間は実施協定の締結までとします。 

 

（2）協議・調整および実施計画書の作成 

ア 基本協定締結後、施設等の整備・運営に関することや事業スケジュール、県産

品の利用に関することや地元雇用に関すること、収支計画、資金調達、土地を

利用するにあたり必要な契約に関することなど、提案事業の事業化の合意に必

要な事項について、県、所在市町、優先交渉事業者が協議、調整します。 

イ 協議・調整の内容等を踏まえ、優先交渉権者は実施計画書を作成し、基本協定

で定める期限までに県および所在市町の承認を受けてください。 

 

（3）協議・調整に係る留意事項  

ア 協議・調整に係る費用は優先交渉権者の負担とします。  

イ 基本協定で定める期限までに実施計画書の承認に至らなかった場合は基本協定

を解除します。その場合、優先交渉権者が協議に要した費用やリスク等につい

て県および所在市町は責任を負いません。ただし、県および所在市町がやむを

得ないと認める場合は、県、所在市町、優先交渉権者が協議して新たな期限を

定めることとします。 

ウ 事業概要や協議の経過等については、必要に応じ、県や所在市町の議会等へ報

告することがあります。ただし、優先交渉権者の独自のノウハウに関すること

など優先交渉権者が知的財産と認める情報については公表しません。  

 

１３ 契約の締結等 

（1）実施協定の締結 

実施計画書の承認後、県および所在市町と優先交渉権者は実施協定を締結します。 

 

（2）土地の貸付に関する手続き 

ア 県または所在市町は、実施協定締結後に優先交渉権者が提案事業を実施する公

募対象地を貸し付けるために必要な手続きを書面により随意契約で進めます。 

イ 本契約の借地権は貸借権であり、地上権ではありません。 
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ウ 本契約は定期借地契約を想定しています。 

 

（3）貸付料について 

優先交渉権者が借り受ける土地の貸付料は、優先交渉権者と基本協定締結後、協

議・調整の期間中に算定します。 

 

（4）優先交渉権者が借り受ける土地や公募対象地に優先交渉権者が整備する建築物等に

関する留意事項 

ア 下記事項については、原則として優先交渉権者が県または所在市町の承認を得

た場合に実施できるものとします。 

①公募対象地に関する借地権を他の者へ譲渡もしくは転貸すること  

②優先交渉権者が公募対象地に整備する建築物等（以下、「建築物等」という。）

を他の者へ譲渡すること 

③建築物等に対して担保権その他の使用権もしくは収益を目的とする権利を設

定すること 

④借地権や建築物等を実施協定に記載する利用目的以外に使用すること 

⑤優先交渉権者が建築物等を他の者へ賃貸すること 

イ 土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事

業を終了する場合等は、原則として更地の状態にして返還してください。 

 

１４ その他  

（1）その他 

ア 本要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。  

イ 本要項や様式の内容について追加・変更がある場合は、県や市町のホームペー

ジで随時お知らせします。 

 

（2）問合せ先  

〒917-0297 福井県小浜市遠敷 1丁目 101番地  

福井県嶺南振興局 嶺南プロジェクト推進室 （若狭合同庁舎２階） 

☏：0770-56-2212 ✉：wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp 

 

（3）所在市町の担当課 

敦賀市 ：まちづくり観光部観光誘客課 

小浜市 ：経済産業部文化観光課 

美浜町 ：まちづくり推進課 

高浜町 ：産業振興課 

おおい町：まちづくり課 

若狭町 ：観光まちづくり課 

  

mailto:wakasa1-project@pref.fukui.lg.jp
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（別表１）公募対象地一覧  

番号 公募対象地の名称 地 係 敷地面積 誘致施設 

１ 旧西浦
にしうら

小中学校グラウンド 敦賀市色浜 2,674㎡ 飲食施設 

２ 旧常宮
じょうぐう

小学校グラウンド 敦賀市常宮 1,665㎡ 飲食施設 

３ 水晶
すいしょう

浜
はま

の見える丘 美浜町竹波 約 10,000㎡ 宿泊施設 

４ 久々子
く ぐ し

湖
こ

の見える丘 美浜町金山 約 22,000㎡ 宿泊施設 

５ 若狭
わ か さ

鯉
こい

川
かわ

シーサイドパーク 小浜市鯉川 約 47,000㎡ 宿泊施設等 

６ 長井
な が い

浜
はま

海水浴場 おおい町長井 約 43,700㎡ 宿泊施設等 

７ 赤礁崎
あかぐりざき

ベイサイドパーク おおい町大島 約 60,000㎡ 宿泊施設等 

8 頭巾山
とうきんざん

青少年旅行村 おおい町名田庄 約 114,500㎡ 宿泊施設等 

※境界確認、地積測量が必要な候補地の敷地面積は約〇〇〇〇㎡と記載しています。 

貸付面積は優先交渉権者との協議・調整時に決定します。 
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（別表２）評価基準 

○審査項目および評価の視点 

審査項目 評価の視点 配点 

１事業主体 

（１５点） 

・提案事業の実施に必要なノウハウ、スキル、実績等を

有しているか。 
５ 

・提案事業を実施する体制が整っているか。 ５ 

・直近の財務状況に問題がないか。 ５ 

２事業内容 

（７０点） 

・提案事業は若狭湾エリアのブランド力向上が期待でき

るものであるか。 
１０ 

・提案事業は公募対象地が求める募集条件に合致してい

るか。 
１０ 

・ターゲットは提案を募集する内容や公募対象地が求め

る募集条件に合致しているか。 
１０ 

・客単価等は提案を募集する内容や公募対象地が求める

募集条件に合致しているか。 
１０ 

・地元雇用に積極的であるか。 ５ 

・地元食材や県産材、伝統工芸品等の活用に積極的であ

るか。 
５ 

・県内企業や県内金融機関との連携、地元人材の活用に

積極的であるか。 
５ 

・地元の特徴や強みを生かした計画が提案されている

か。 
５ 

・滞在促進や周遊促進が期待できる提案であるか。 ５ 

・安定した施設運営を期待できる強みや独自のアイデア

などプラス評価の要素があるか。 
５ 

３事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

（５点） 

・施設の検討・整備スケジュールや開業時期は計画的かつ

現実的なものとなっているか。 
５ 

４収支計画 

（１０点） 

・資金計画は、投資額と資金調達額の整合性が図られてい

るか。 
５ 

・収支計画は、提案事業を実施するうえで想定される必要

な経費が記載されているか。 
５ 

合 計 １００ 

 


